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指定居宅サービスの人員・設備・運営に 

関する基準及び介護報酬について 
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      介護サービス情報の公表制度について 

介護サービス情報の公表制度とは、介護サービスの利用者やその家族等が適切にサー

ビスを選択できる機会を提供するために、介護サービス事業者から報告があった事業

所・施設の情報を、国がインターネット上で提供する「介護サービス情報公表システム」

において公表する制度です。 

介護保険法第 115 条の 35 により、介護サービス事業者には報告の義務が課せられて

います。 

 
 
 

 

■ 介護サービス情報の公表対象事業者 

介護サービス情報の公表は、毎年度、大阪府が策定する計画に基づき実施されます。 

報告対象事業者は、自らの責任において適正な報告を行う必要があります。 

【報告対象事業者】 

① 計画に定める基準日前の 1 年間において、提供を行った介護サービスの対価として

支払いを受けた金額が 100 万円を超える事業者 

② 新規に指定又は許可を受けて介護サービスの提供を開始する事業者 

 

■ 情報公表手数料 

１サービスにつき 2,000 円の手数料が必要です。 

大阪市、堺市も同額です。（令和７年４月現在） 

 

■ 公表事務の流れ 

① 秋ごろ（９月から 10 月）にかけて順次、大阪府指定情報公表センターから報告対象

事業者に、情報を入力するために必要なＩＤ・パスワードを記載した通知文書、手

数料の払込票等を送付します。 

② 報告対象事業者は、公表システムにログインし、情報を入力し、期限までに報告を

完了します。併せて、送付された払込票により、コンビニで手数料を納付します。 

③ 指定情報公表センターでの手数料の入金及び報告内容の確認が完了すると、公表シ

ステム上で報告内容が公表されます。 

※報告対象事業者には通知文書が送付されますので、届かなかった事業者は報告する必

要はありません。ただし、指定情報公表センターに自ら申請し、手数料を納付するこ

とにより、公表システム上で介護サービス情報を公表することができます。 

ここでは大阪府の取扱いを紹介しています。 

政令指定都市（大阪市、堺市）に所在する事業所、施設については、両市が情報

公表事務の権限を有していますので、取扱いが異なることがあります。 
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詳しくは大阪府のホームページを御覧ください。 

http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshido/kohyo_top/index.html 

 

利用者及びその家族等 

介護サービス情報公表システム 

 
サービス事業所・施設情報の 
閲覧・比較、選択 

大阪府指定情報公表センター 
（民間事業者） 介護サービス事業者 

②情報の入力(報告) 

 

②情報公表手数料の納付 

 

公
表
手
数
料
の
払
込
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大阪府 

公
表
事
務
の
委
託 

①ＩＤ・ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞの発行 

③情報の確認・ 
公表 

介護サービス情報の公表の流れ 
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540-0008 -
TEL 06-6944-9167 FAX 06-6944-6681

https://www.pref.osaka.lg.jp/chiikifukushi/daisansha/index.html
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270003 06-6652-6287
270006 072-464-3340
270012 06-6941-5220
270025 06-6195-6313
270033

H.R. 0798-70-0651
270040

NPO 072-255-6336
270042 06-6763-4381
270048 06-6615-1250
270049 072-444-8080
270050 072-220-4620
270051 072-228-3011
270052 072-227-4567
270054 06-6263-0141
270056 06-7777-1037
270057 0798-65-3935
270058 03-3251-4150
270059

JAC 072-249-7882
270060 070-1212-5311
270061 03-6427-7451
270062 NCA 080-3822-9160
270063 06-4300-5907
270064 06-7777-2739
270065

NECQA 080-4378-4505
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TEL 06-6941-0351( 2491) 06-6944-9167
URL:https://www.pref.osaka.lg.jp/chiikifukushi/daisansha/index.html
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